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河

野
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平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ケ
ニ
ア
沖
で
邦
人
が
船
長
を
務
め
る
中
国
船
が
乗
っ
取
ら
れ
た
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ケ
ニ
ア
沖
で
邦
人
が
船
長
を
務
め
る
中
国
船
が
乗
っ
取
ら
れ
た
事
件
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
二
月
八
日
日
本
時
間
午
後
六
時
二
十
五
分
頃
、
中
国
外
交
部
か
ら
在
中
国
日
本
国
大
使
館
に
、
久
貝
豊
和

氏
が
船
長
を
務
め
る
中
国
漁
船
「
天
裕
八
号
」
が
解
放
さ
れ
た
旨
電
話
に
て
連
絡
が
あ
っ
た
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
十
四
日
日
本
時
間
午
後
の
本
件
事
件
発
生
認
知
後
、
同
日
日
本
時
間
午
後
四
時
三
十
分
、

外
務
本
省
に
深
田
博
史
領
事
局
長
を
長
と
す
る
連
絡
室
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
同
日
日
本
時
間
午
後
八
時
三
十
分
に
は
、
在

中
国
日
本
国
大
使
館
に
梅
田
邦
夫
同
大
使
館
公
使
を
本
部
長
と
す
る
現
地
対
策
本
部
を
設
置
し
、
翌
十
五
日
、
宮
本
雄
二
中

国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
が
任
国
内
出
張
か
ら
帰
任
し
た
こ
と
に
伴
い
、
本
部
長
を
同
大
使
に
変
更
し
た
。
さ
ら
に
、
同
日
日

本
時
間
午
前
二
時
三
十
分
、
在
ケ
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
に
も
岩
谷
滋
雄
ケ
ニ
ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
を
本
部
長
と
す
る
現

地
対
策
本
部
を
設
置
し
た
。
こ
の
よ
う
な
体
制
の
下
、
中
国
政
府
を
含
む
関
係
各
方
面
と
緊
密
な
連
絡
を
取
り
つ
つ
情
報
収

集
を
行
う
と
と
も
に
、
被
害
漁
船
の
旗
国
で
あ
る
中
国
政
府
に
対
し
、
累
次
に
わ
た
り
、
被
害
者
の
安
全
を
最
優
先
と
し
つ

一



つ
そ
の
一
刻
も
早
い
救
出
を
実
現
す
る
よ
う
求
め
る
旨
の
働
き
か
け
を
行
う
な
ど
の
対
応
を
行
っ
て
き
た
。

三
に
つ
い
て

中
国
外
交
部
は
、
本
件
漁
船
は
ソ
マ
リ
ア
の
海
賊
に
乗
っ
取
ら
れ
た
旨
発
表
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
金
銭
支
払
の
要
求
は
な
か
っ
た
。

二


